
コミュニティ・スクールを核とした地域とともにある学校づくりの一層の推進に向けて
～全ての学校が地域とともにある学校へと発展し、子供を中心に据えて人々が参画・協働する社会を目指して～

（平成27年3月 コミュニティ・スクールの推進等に関する調査研究協力者会議）

今後の目指すべき基本的方向性

■社会の動向、子供たちの教育環境を取り巻く状況
・人口減少の進行、グローバル化の進展、地域社会のつながりや支え合いの希薄化、子供たち・学校を巡る複雑化・多様化の課題

■コミュニティ・スクール等の現状と課題等
・学校に対する保護者や地域の理解の深まりや特色ある学校づくり等の成果の一方、取組に地域差。
また、コミュニティ・スクールと学校支援地域本部等の更なる連携が必要な状況。

現 状

社会総掛かりでの教育の実現 地域とともにある学校づくりの一層の推進 学校を核とした地域づくりの推進

■現在の子供や学校の抱える課題の解決、子供
たちの豊かな成長のためには、学校・家庭・
地域が連携・協働し、社会総掛かりでの教育
の実現が不可欠。

■地域の人々と目標を共有し、地域と一体となっ
て子供たちを育む「地域とともにある学校」を
目指し、その中核にコミュニティ・スクールを
据え、設置促進を図っていくべき。

■学校を核とした協働の取組を通じて、地域の
人々のつながりを深め、コミュニティの活性化
を図る「学校を核とした地域づくり」を推進し
ていく視点も重要。

コミュニティ・スクールの拡大・充実のための推進方策（提言）

＜国における推進方策＞

１．コミュニティ・スクールと学校支援地域本部等の取組の一体的な推進

■学校運営協議会の機能と、学校支援や学校関係者評価等の機能を一体
的に推進し、学校運営の改善を果たすＰＤＣＡサイクルを確立

⇒学校支援地域本部等の取組から学校運営協議会への発展、学校関係者
評価委員会から学校運営協議会への発展等を促進

【推進のための具体的方策】
・一体的に推進する取組に対する重点的支援
・コミュニティ・スクール設置の手引きの改訂
・ＣＳマイスター、地域コーディネーター等の連携による推進運動等

平成２７年４月２１日
中 央 教 育 審 議 会
初 等 中 等 教 育 分 科 会

資料２－４

平成２７年４月２１日
中 央 教 育 審 議 会
初 等 中 等 教 育 分 科 会

資料２－４



２．学校の組織としての総合的なマネジメント力の強化

■組織としての力を最大限発揮するため、マネジメント力の強化が必要

【推進のための具体的方策】
・教職員の研修機会・内容の充実に向けた支援
・教員養成段階における地域との連携・協働に関する意識付け
・地域連携の中核となる教職員の明確化、事務機能の強化

３．地域の人々や保護者等多様な主体の参画の促進

■保護者や地域が学校運営に対する意識を高め力を合わせる必要

【推進のための具体的方策】
・保護者、地域関係者を広く集めたフォーラム等の開催、研修への支援
・学校支援地域本部の設置促進、地域コーディネーターの育成・機能強化

４．協働による学校を核とした地域づくりの促進

■地方創生の観点等から、学校を核とした地域づくりの動きを促進

【推進のための具体的方策】
・学校を核として地域づくりを実現している好事例の収集・発信
・首長部局等との協働による課題解決型学校モデルの構築

５．コミュニティ・スクール等の多様性と裾野の拡大

■類似の仕組みを段階的な姿として捉え、ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｽｸｰﾙへの移行を促進

６．幅広い普及・啓発と戦略的な広報

■制度の意義・成果等への理解を促すための教育長等への働きかけの促進

７．魅力（インセンティブ）の提供

■教職員体制の整備充実など体制面・財政面等の負担の解消に向けた支援

８．コミュニティ・スクール推進実行プラン（仮称）の策定

■3,000校の推進目標の先を見据えたビジョンや具体策等を示したアク
ション・プランの策定・公表

＜都道府県・市町村の役割と推進方策＞

■各地方公共団体は、全ての学校においてコミュニティ・スクール化を
図ることを目指し、一層の拡大・充実に向けて取組を推進。

■教育長や校長が力強いリーダーシップを発揮し、教職員等の研修や
フォーラム等の開催による積極的な普及・啓発等を推進。

今後の学校運営協議会制度等の在り方（提言）

１．現行の学校運営協議会の機能の取扱い

■現行の学校運営協議会の機能は、引き続き備えるべき。
特に、教職員の任用に関する意見の取扱いについて適切な理解を促す
一方、当該機能を主活動に位置付けない柔軟な運用も提示。

２．学校評議員から学校運営協議会への移行の促進

■公立学校について、学校評議員から学校運営協議会への移行を積極的
に促進。

３．学校支援に係る機能の明確化

■地域住民等の理解や協力、参画等が促進されるよう、学校運営協議会
の機能の一つとして、学校支援活動等の総合的な企画・調整の機能の
明確化を検討。

４．学校関係者評価に係る機能の明確化

■学校運営協議会制度と学校評価の制度を有機的に組み合わせ、両者を
一体的に推進。

５．これからのコミュニティ・スクールの制度的位置付け

■すべての学校がコミュニティ・スクール化に取り組み、地域と相互に
連携・協働した活動を展開するために、コミュニティ・スクールの仕
組みの必置について検討。

■国は、以下の検討の方向性を踏まえ、引き続き具体的な検討を進める。
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http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/103/houkoku/1356133.htm 


